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１ 生徒指導提要とは

２ 校則の見直し（鈴鹿市の取組）
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１ 生徒指導提要とは

生徒指導に関する
学校・教職員向けの基本書

・ 教職員間，学校間で教職員の共通理解を図る

・ 組織的・体系的な生徒指導の取組を進める
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生徒指導の目的（平成22年）

〇 一人一人の児童生徒の人格を尊重し，

個性の伸長を図りながら

社会的資質等を高めるよう指導・援助する

令和の日本型学校教育（令和３年）

〇 児童生徒の良い点や可能性を伸ばし，

個々の興味・関心等を踏まえて

きめ細かく支援することが大切である
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生徒指導提要改訂の理由

小学生

中学生

全校種計

高校生

特別支援学校生

平成２５年
いじめ防止対策推進法公布

4



いじめ防止対策推進法（平成25年公布）

平成22年度版 生徒指導提要

いじめ：一定の人間関係のある者から，

（H18） 心理的・物理的な攻撃を受けたことにより，

精神的苦痛を感じているもの

令和４年度版 生徒指導提要

「いじめ防止対策推進法 」

「いじめの防止等のための基本的な方針」
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生徒指導提要改訂の理由

中学生

小学生

全校種計

高校生

特別支援学校生
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生徒指導提要改訂の理由

全校種計

高校生

中学生

小学生
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生徒指導提要改訂の理由

生徒指導の概念・取組方向性等を再整理

今日的な課題に対応

いじめ防止対策推進法（平成25年公布）

義務教育の段階における普通教育に相当する
教育の機会の確保等に関する法律（平成28年公布）

など

性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の
実施等について（平成27年 文科省初等中等教育局）
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改訂のポイント
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改訂のポイント
○ 「積極的な生徒指導」の充実

ア すべての児童生徒を対象にした
日常の働きかけ
（声かけ，励ましなど）

イ アと並行して生徒指導の諸課題の
未然防止をねらいとした働きかけ
（いじめ防止教室，
情報モラル教室 など）

ウ 深刻な問題に発展しないよう
初期段階で課題を発見し対応
（教育相談 など）

エ 特別な指導・支援を必要とする
児童生徒を対象に関係機関
（医療機関，相談機関等）とも
連携し対応

<出典> 生徒指導提要改訂版 (文部科学省) 10



改訂のポイント

○ 個別の重要課題を取り巻く関連法規等の変化の反映

【生徒指導提要の目次構成】から

<出典> 生徒指導提要改訂版活用ガイド(文部科学省)

個別の課題

生徒指導の流れをイメージしやすく整理
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改訂のポイント

デジタルテキストとして，文部科学省のホームページ上で公表

・教職員
・教育委員会等

多くの学校関係者に読まれ，
活用されることを想定

・医療や福祉
・警察
・司法関係者 など

12



関連情報に容易にアクセスでき，活用しやすい

改訂のポイント
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チーム学校による
生徒指導体制

<出典> 生徒指導提要改訂版 (文部科学省)

改訂のポイント
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２ 校則の運用・見直し

校則は，児童生徒が遵守すべき学習上，生活上の規律

校則は，児童生徒が健全な学校生活を送り，
よりよく成長・発達していくために設けられる

学校の教育目標に照らして定められた校則は，
教育的意義を有する
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「児童の権利に関する条約」（平成６年批准）

３ 生命・生存・発達に対する権利

１ 差別の禁止

４ 意見を表明する権利

２ 児童の最善の利益

校則の運用・見直し
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性の多様性・合理的配慮の観点から

ブラック校則

校則の運用・見直し

不合理で，時代にそぐわない校則

17



鈴鹿市の取組

令和２年度から

「校則の見直しに関する取組について」交流

生徒会研修会（毎年１２月開催）

鈴鹿市１０校，亀山市３校から参加
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鈴鹿市の取組

令和２年度

校則の内容について，

生徒総会で確認をする取組を行っている学校の発表

令和３年度

校則フリー週間を設けて，

生徒の意見を取り入れる取組を行っている学校の発表
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令和４年度

性の多様性を認め合い，

誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例

（令和３年３月公布）

制服の在り方から

LGBTQについて考える取組を行っている学校の発表
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生徒指導提要 P.266

令和４年度 生徒会研修会

参加者の振り返りから

取組が配慮・支援につながる
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令和４年度 生徒会研修会

生徒会で全校生徒に
アンケートをとり
意見集約

試行期間を設け，
生徒の意見を含め，
校則の改定案を
学校に提出
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令和４年度 生徒会研修会

校則を改正するために，
取り組むべきこと
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参加者の振り返りから

令和４年度 生徒会研修会

主体的に取組を
進めようとする姿勢

児童生徒が参画し，校則の意味を自分事として理解して，

自主的に校則を守る
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校則の改正例（平田野中学校の場合）

平成31年4月 令和4年4月
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生徒指導提要

児童生徒が自発的・主体的に自らを発達させる

学校・教職員が支援
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ご清聴ありがとうございました
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